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は
じ
め
に

　

室
生
寺
の
創
建
に
賢
璟
が
関
与
し
た
と
す
る
見
方
は
、
福
山
敏
男
氏
の
研
究
を

契
機
に
、
最
も
留
意
す
べ
き
説
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い（
１
）。
初
期
室

生
寺
の
意
義
や
性
格
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
本
寺
の
推
移
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
現
存
す
る
金
堂
安
置
諸
像
を
は
じ
め
、
平
安
期
の
仏
像
の
造
像
背
景
を

考
究
す
る
上
で
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
従
来
よ
り
関
係
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
、
本
寺
と
隣
接
す
る
室
生
龍
穴
神
の
存
在
意
義
な
ど
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
、

初
期
室
生
寺
の
宗
教
環
境
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
根
本
史
料
と
い
う
べ
き
『
宀
一
山
年
分
度
者
奏
状
』

（
以
下
『
奏
状
』
と
略
記
す
る
）
を
取
り
上
げ
る
。

　
　
　

一　
『
宀
一
山
年
分
度
者
奏
状
』
に
つ
い
て

　

１　
『
奏
状
』
の
概
要

　
『
奏
状
』
の
概
要
と
翻
刻
文
に
関
し
て
は
、
福
山
氏（
２
）、『
大
和
古
寺
大
観　

室
生

寺
』所
収
の「
史
料（
３
）」、西
田
長
男
氏（
４
）ら
に
よ
る
分
析
が
あ
る
。承
平
七
年（
九
三
七
）

に
作
成
さ
れ
た
『
奏
状
』
の
原
本
は
現
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幾
つ
か
の
写
本
が

　
　
　
　
初
期
室
生
寺
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
『
宀
一
山
年
分
度
者
奏
状
』
の
解
釈
を
中
心
に
―

　 

　

 

太
＊

　
　

田　
　
　
　
　

均　
　
　
　

　
　
　

要　
　

旨

　　

室
生
山
寺
の
創
建
及
び
そ
れ
に
至
る
「
前
身
寺
院
」
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ

の
宗
教
環
境
に
つ
き
考
察
し
た
。
室
生
山
寺
は
山
部
親
王
の
病
気
平
癒
を
祈
る
「
延
寿

法
」（
宝
亀
九
年
）
成
就
後
の
創
建
で
、
前
身
寺
院
は
宝
亀
元
年
か
ら
同
五
年
の
間
に

成
立
し
た
と
推
定
し
た
。
前
身
寺
院
創
建
に
関
与
し
た
賢
璟
は
、
後
に
平
安
京
を
地
相

し
て
お
り
、
寺
地
の
選
定
に
あ
た
り
優
れ
た
地
相
能
力
を
発
揮
し
、
地
相
に
臨
ん
で
は

『
高
僧
伝
』『
続
高
僧
伝
』
な
ど
に
記
さ
れ
る
、
中
国
に
お
け
る
山
に
対
す
る
信
仰
を
念
頭

に
、
特
に
龍
穴
神
を
護
法
神
と
位
置
づ
け
る
こ
と
を
重
視
し
た
と
見
ら
れ
る
。
以
上
の

考
察
に
際
し
、
初
期
室
生
寺
（
室
生
山
寺
と
そ
の
前
身
寺
院
）
成
立
に
関
し
必
須
の
史

料
で
あ
る
『
宀
一
山
年
分
度
者
奏
状
』
と
、
そ
れ
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
を
踏
ま
え
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
室
生
寺
、
賢
璟
、
宀
一
山
年
分
度
者
奏
状
、
室
生
龍
穴
神
、
護
法
神
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現
存
す
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
東
寺
観
智
院
旧
蔵
本
と
金
沢
文
庫
所
蔵
本
で

あ
る（

５
）。
本
論
で
は
基
本
的
に
、
金
沢
文
庫
所
蔵
本
を
底
本
と
し
つ
つ
、
そ
の
欠
落

部
分
を
東
寺
観
智
院
旧
蔵
本
で
補
う
『
大
和
古
寺
大
観
』
所
収
の
「
史
料
」
を
用

い
る
。

　

以
下
の
記
述
に
お
い
て
は
、
考
察
の
便
宜
上
、『
奏
状
』
全
体
を
、
①
②
③
を

含
む
五
つ
の
部
分
に
分
割
（
文
末
の
署
名
は
割
愛
）
し
て
提
示
す
る
（
括
弧
の
う

ち
の
【　

】
は
筆
者
に
よ
る
）。
な
お
、「
史
料
」
中
の
「
竜
」
字
に
つ
い
て
は
、

本
稿
本
文
で
用
い
る
旧
字
「
龍
」
で
統
一
し
た
。

大
和
国
〔
司
〕
解
申
請
官
裁
事
。

　

請
被
殊
裁
下
施
与〔
給
〕興
福
寺
別
院
室
生
山
寺　

竜
穴
神
年
分
度
者
壱
人
状
。 

右
。
得
管
于
陀
郡
経〔
解
〕状
偁
。
得
彼
山
寺
四
月
廿
日
牒
偁
。
謹
検
旧
記
云
。【
以
去

宝
亀
年
中
東
宮
聖
躰
不
預〔
豫
〕之
時
。
請
浄
行
僧
五
人
。
於
彼
山
中
。
令
修
延
寿
法
一

。

〔
是
〕
遂
乃
蠲
愈
。
玉
躰
安
預〔
豫
〕。
其
後
興
福
寺
大
僧
都
賢
璟
。
殊
蒙
仰
旨
。
奉
為

国
家〔
創
〕建
件
山
寺
一

也
。
自
尒
以
降
。
竜
王
厳
顕
其
験
。
奉
為
国
家
鎮
護
者
也
。】

（
以
上
①
）。【
為
其
山
躰
。
四
方
〔
山
〕
峯
斜
空
高
聳
。
竜
池
穿
地
深
通
。〔
久
住

僧
侶
□
□
□
□
厳
。
永
忘
世
□（
塵
）。
修
行
諸
□
。
□
身
雲
外
。
遠
時
煩
累
也
。〕
寔

是
神
山ノ

遊
処
。
衆
聖
遺
跡
也
。
即
以
件
竜
王
。
為
伽
藍
護
法
神
一

也
。】（
以
上
②
）。

【
毎
有
旱
災
一

。
臨
竜
王
之
穴
地〔

池
〕一

。
而
祈
甘
雨
一

。
祝
言
未
訖
。
雲
雨
弥
降
。
五
穀

忽
茂
。
万
姓
感
悦
。
爰
公
家
毎
顕
霊
験
。
奉
施
度
者
一

。
即
去
貞
観
九
年
。
竜
王

見
叙
五
位
一

。
即
詔
文
云
。
寺
号
竜
王
寺
一

。
神
名
善
如〔
女
〕竜
王
一

。
将
降
朝
使
一

。
鎮

謝
竜
王
一

。
年
賜
度
者
一

。
誓
願
竜
王
一

者
。
以
同
十
一
年
賜
度
者
一

。
名
曰
竜
喜
。

延
喜
十
年
七
月
十
二
日
詔
文
云
。
近
日
年〔
旱
〕暎〔
殃
〕盛
起
。
澍
雨
難
降
一

。
百
姓
之
業
難

催
豊
祥
一

。
五
穀
之
畝
難
期
秋
獲
一

。
伏
惟
。
神
竜
徳
蓄
吐
雲
之
勢
一

。
力
擅
致
水

之
威
一

。
伏
願
。
不
嫌
精
誠
一

。
降
雨
一
天
下
之
間
一

。
旱
畝
更
蘖ヒ
コ
ハ
ヘ。
枯
薗
再
茂
。

祈
而
有
感
一

。
不
敢
忘
徳
者
。
而
晴
天
靄
雲
一

。
乾
地
洽
ウ
ル
ヲ
ウ

雨
一

。
被
叙
竜
王
四
位
一

。

賜
度
者
一
人
一

。
其
名
曰
春
泰
一

。
同
十
七
年
冗〔
亢
〕陽
之
時
。
於
件
竜
穴
一

。
祈
請
甘

雨
一

。
而
致
感
応
一

。
特
下
倫〔
綸
〕旨

一

。
給
度
者
八
人
一

。
又
去
承
平
五
年
〔
炎
旱
之
比
〕。

国
司
□
（
参
カ
）登
〕
祈
雨
之
時
。〔
普
〕
降
甘
雨
。〔
仍
言
上
事
由
。〕
被
賜
度
者
一
人
。

即
号
竜
名ト
一

。
又
〔
始
自
〕
今
年
四
月
十
三
日
三
ヶ
日
夜
之
間
。
国
司
少
掾
藤
原

善
隣
為
使
一

。
奉
幣
竜
神
等
一

。
別
当
僧
義
光
。
僧
安
愷
。
久
住
僧
春
泰
等
三
僧
。

読
経
一

祈
雨
一

。
各
致
誠
誓
願
。
爰
災
気
忽
反
。
甘
雨
即
降
。
而
雨
沢〔
降
〕微
少
。
未
豊

田
畝
一

者
。
復
自
十
五
日
一

。
迄
于
十
九
日
一

。
五
ヶ
日
之
間
。
国
司
潔
斎
奉
幣
。

祈
禱
竜
神
一

。
僧
侶
致
誠
一

。
読
般
若
経
一

。
十
九
日
早
朝
一

。
峯〔
密
〕雲
遍
満
。
雨
水
汎〔
沇
〕

溢
。
霊
験
之
甚
。
不
可
測
量
一

。
就
中
。
自
去
天
応
元
年
一

。
迄
于
承
平
七
年
一

。

廿
九
ヶ
度
。
朝
使
国
宰
。
互
相
参
登
。
炎
旱
霖
雨
之
時
。
請
雨
止
雨
之
祈
禱
。
在

此
竜
神
一

。
毎
致
誓
願
一

。
併
有
感
応
一

。
又
去
貞
観
九
年
。
被
降
賜
年
分
度
者
詔

文
一

也
。
而
寺
無
便
奏
聞
。
彼
時
不
給
也
。
方
今
毎
有
感
応
一

。
既
経
言
上
度
補
来

也
。
仍
因
准
興
福
寺
別
院
金
勝
寺
之
〔
ナ
シ
〕例

一

。
令
諷
讀
法
花
。
最
勝
。
仁
王
等
経
一

。

限
六
ヶ
年
令
止
住
彼
山
。
昼
夜
六
時
。
誓
願
竜
王
一

鎮
護
国
家
一

者
。】（
以
上
③
）。

言
上
如
件
者
。
国
加
国〔
覆
〕審

。
所
陳
有
実
。
望
請
官
裁
。
被
賜
年
分
度
者
壱
人
一

。

将
令
鎮
護
国
家
。
仍
録
事
状
。
謹
請
官
裁
。
謹
解
。

　

承
平
七
年
四
月
廿
三
日
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写
本
云
。
正
安
三
年
季
秋
中
旬
。
賜
大
乗
院
前
大
僧
正
御
真
本
。
書
写
之
了
。

「
慶
（
異
筆
）□
」

　
『
奏
状
』
は
、「
右
。
得
管
于
陀
郡
経
〔
解
〕
状
偁
。
得
彼
山
寺
四
月
廿
日
牒
偁
。」

と
あ
る
よ
う
に
、
大
和
国
解
案
、
于
（
宇
）
陀
郡
解
状
、
そ
し
て
室
生
山
寺
よ
り

宇
陀
郡
の
郡
司
に
宛
て
た
牒
状
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。「
請
被
殊
裁
下
施
給
興
福

寺
別
院
室
生
山
寺　

龍
穴
神
年
分
度
者
壱
人
状
」
が
牒
状
に
該
当
す
る
。
こ
の
牒

状
は
、
室
生
山
寺
が
龍
穴
神
年
分
度
者
を
請
う
こ
と
を
内
容
と
し
て
お
り
、
そ
れ

を
請
う
根
拠
と
し
て
、
龍
王
の
霊
験
や
「
衆
聖
遺
跡
」
の
存
在
を
踏
ま
え
（
①
②
）、

具
体
的
に
龍
王
が
祈
雨
な
ど
に
果
た
し
た
効
験
（
①
③
）
を
あ
げ
て
い
る
。

　

①
去
る
宝
亀
年
中
を
以
っ
て
、
東
宮
聖
躰
不
予
の
時
、
浄
行
僧
五
人
を
請
う
ら

く
、
彼
の
山
中
に
於
い
て
、
延
寿
法
を
修
せ
し
む
。
こ
れ
遂
に
蠲
愈
に
及
び
、

玉
躰
安
予
す
。
そ
の
後
、
興
福
寺
大
僧
都
賢
璟
、
殊
に
仰
旨
を
蒙
り
、
国
家

の
奉
た
め
、
件
の
山
寺
を
創
建
奉
る
な
り
。
そ
れ
よ
り
以
降
、
龍
王
厳
か
に

そ
の
験
を
顕
し
、
国
家
の
奉
た
め
、
鎮
護
す
る
も
の
な
り
。

　

宝
亀
年
中
に
浄
行
僧
五
人
に
よ
っ
て
延
寿
法
が
修
さ
れ
、
東
宮
の
病
気
を
平
癒

さ
せ
た
と
い
う
実
績
を
記
し
た
う
え
で
、
そ
の
後
賢
璟
が
仰
旨
を
蒙
り
件
の
山
寺

を
創
建
し
た
こ
と
、
こ
れ
以
降
龍
穴
神
が
霊
験
を
厳
か
に
顕
し
国
家
を
鎮
護
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　

②
そ
の
山
躰
四
方
山
峰
斜
む
き
空
高
く
聳
え
、
龍
池
穿
っ
て
地
深
く
通
ず
る
な

り
。
久
し
く
僧
侶
住
み
□
□
□
□
厳
に
、
永
く
世
塵
を
忘
れ
、
修
行
諸
□
、

□
身
雲
外
、
時
煩
累
遠
く
な
り
。
こ
れ
寔
に
神
の
山
遊
す
る
処
、
衆
聖
遺
跡

な
り
。
即
ち
以
っ
て
件
の
龍
王
、
伽
藍
護
法
神
と
な
る
な
り
。

　

こ
こ
で
は
ま
ず
、
室
生
山
寺
の
お
か
れ
た
地
形
並
び
に
地
理
的
環
境
と
龍
池
と

い
う
宗
教
的
環
境
（「
場
」）
に
触
れ
、
加
え
て
そ
こ
に
久
し
く
僧
侶
が
住
み
修
行

し
、
世
塵
を
忘
れ
て
時
や
煩
累
が
遠
く
な
っ
た
旨
（「
人
」）
を
記
す
。
こ
れ
は
ま

さ
に
神
が
山
遊
す
る
と
こ
ろ
で
、「
衆
聖
遺
跡
」
で
あ
り
、
龍
王
は
そ
の
伽
藍
の

護
法
神
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

こ
こ
に
見
え
る
「
衆
聖
」
と
い
う
語
句
は
、
ほ
ぼ
「
諸
聖
者
」
の
意
に
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（『
岩
波
仏
教
辞
典
』「
衆
聖
点
記
」
の
項
目
）。
な
お
、

「
衆
聖
遺
跡
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

③
に
は
、
龍
王
に
よ
る
度
々
の
祈
雨
止
雨
の
効
験
に
よ
り
年
分
度
者
を
賜
り
、

そ
の
地
位
も
四
位
ま
で
上
昇
し
た
な
ど
の
実
績
が
詳
し
く
記
さ
れ
る
。
牒
状
の
筆

者
は
、
龍
王
の
霊
験
を
書
き
上
げ
る
こ
の
部
分
に
多
く
の
記
述
を
割
く
が
、
以
下

で
は
、
初
期
室
生
寺
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
、
①
「
延
寿
法
」
及
び
②
「
衆
聖
遺

跡
」
を
中
心
に
考
察
す
る
。

　

２　
『
奏
状
』
に
関
す
る
従
来
の
見
解
と
そ
の
課
題

　

従
来
室
生
山
寺
は
、「
其
後
興
福
寺
大
僧
都
賢
璟
。
殊
蒙
仰
旨
。
奉
為
国
家
創

建
件
山
寺
一

也
」
の
記
述
に
よ
り
、
延
寿
法
が
修
さ
れ
た
「
其
後
」
に
実
質
的
な
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創
建
が
あ
っ
た
、
と
す
る
福
山
氏
ら
の
解
釈
が
支
持
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ

る（
６
）。
た
し
か
に
こ
の
記
事
を
文
脈
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
な
ら
、
従
来
の
解
釈
は
一

見
す
る
と
自
然
な
よ
う
に
も
み
え
る
。

　

こ
こ
に
見
え
る
「
延
寿
法
」
が
如
何
な
る
仏
教
儀
礼
（
修
法
）
で
あ
っ
た
の
か

は
、
改
め
て
検
証
が
必
要
で
あ
る
（
後
述
す
る
よ
う
に
賢
璟
の
事
績
を
念
頭
に
お

く
と
、
呪
術
的
性
格
を
帯
び
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
）
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
東
宮

の
病
気
平
癒
を
祈
る
修
法
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
行
う
「
場
」
と
「
人
」
の
選
定
に

つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
十
分
な
考
慮
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
場
」
と
い
う
点
で
は
、『
奏
状
』
中
の
「
彼
山
中
」
が
そ
の
場
所
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
。
し
か
し
特
別
な
「
場
」
で
あ
る
こ
と
が
前
提
な
ら
、
そ
こ
は
絶
対

の
効
験
を
得
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
霊
験
性
が
担
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
来
の
見
解
の
よ
う
に
、
延
寿
法
後
の
室
生
山
寺
創
建
に
言
及
す
る
の
み
で
は
、

こ
の
部
分
の
議
論
が
十
分
で
は
な
い
。
ま
た
、
延
寿
法
の
本
尊
を
龍
穴
神
に
求
め

る
の
で
あ
れ
ば
、『
奏
状
』
は
な
ぜ
「
彼
山
中
」
と
し
て
「
龍
穴
神
」
も
し
く
は

そ
れ
を
暗
示
さ
せ
る
対
象
を
明
示
し
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
対
象
が
龍
神
で
あ

る
と
す
れ
ば
、『
奏
状
』
以
前
あ
る
い
は
以
後
に
お
い
て
、
治
病
を
祈
る
対
象
と

し
て
の
室
生
龍
穴
神
の
霊
験
が
喧
伝
さ
れ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

室
生
山
寺
創
建
以
前
に
お
け
る
こ
の
地
の
宗
教
的
環
境
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。
筆
者
は
、
前
身
と
な
る
道
場
あ
る
い
は
寺
院
の
存
在
を
考
慮
す
べ
き
と

考
え
て
い
る
（
以
下
、「
前
身
寺
院
」
と
記
す
）
が
、
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
前
身

寺
院
と
龍
穴
神
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
な
の
か
。

　
「
人
」
と
い
う
点
で
は
、『
奏
状
』
に
見
え
る
五
人
の
「
浄
行
僧
」
の
存
在
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
く
に
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
賢
璟
に
つ
い
て
は
、

改
め
て
そ
の
事
績
を
辿
り
、
国
家
の
一
大
事
を
祈
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
で
あ
る

か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

前
身
寺
院
の
存
在
が
導
き
出
せ
た
と
す
る
な
ら
、
延
寿
法
の
本
尊
は
も
と
よ
り
、

そ
こ
で
重
ん
じ
ら
れ
た
尊
格
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
は
、

延
寿
法
後
に
創
建
と
な
る
初
期
室
生
山
寺
に
祀
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
諸
仏
と
連
続

性
や
整
合
性
を
も
つ
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
前
身
寺
院
の
機
能
・
性
格
を
可
能
な

限
り
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　

二　
『
奏
状
』
か
ら
見
る
室
生
山
寺
と
そ
の
前
身
寺
院

　

１　

前
身
寺
院
と
そ
の
機
能

　

前
身
寺
院
が
存
在
し
た
と
仮
定
す
る
と
、『
奏
状
』
の
中
で
そ
れ
を
暗
示
す
る

の
は
「
衆
聖
遺
跡
」
と
考
え
ら
れ
る
。「
延
寿
法
」
が
修
さ
れ
た
「
彼
山
中
」
と
「
衆

聖
遺
跡
」
が
関
連
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
説
明
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う

か
。

　

吉
田
一
彦
氏
に
よ
る
と
、
中
国
に
は
仏
教
受
容
以
前
か
ら
「
聖
な
る
山
に
対
す

る
信
仰
」（
以
下
、「
聖
山
信
仰
」
と
記
す
）
が
あ
り
、
そ
の
信
仰
は
仏
教
受
容
の

後
に
中
国
仏
教
に
継
承
さ
れ
る
が
、「
そ
う
し
た
状
勢
の
中
で
仏
教
側
か
ら
語
ら

れ
た
話
」
が
、『
高
僧
伝
』、『
続
高
僧
伝
』
に
見
ら
れ
る
と
い
う（
７
）。

　

例
え
ば
、『
続
高
僧
伝
』
巻
第
六
「
曇
鸞
伝
」
に
は
、「
欲
下

往
二

名
山
一

依
レ

方
修

治
上

。」「
長
年
神
仙
往
往
間
出
。」
と
あ
り
、
名
山
に
お
い
て
修
行
す
る
こ
と
や
、
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神
仙
の
地
を
遊
行
・
修
行
す
る
僧
の
姿
が
窺
え
る（
８
）。

　
『
高
僧
伝
』
巻
第
十
一
「
僧
顕
伝（
９
）」
に
は
、

貞
苦
善
二

戒
節
一

。
蔬
食
誦
レ

経
業
レ

禅
為
レ

務
。
常
独
二

処
山
林
一

頭
二

陀
人
外
一

。

或
時
数
日
入
レ

禅
亦
無
二

飢
色
一

。（
中
略
）。
南
逗
二

江
左
一

。
復
歴
二

名
山
一

修
二

己
恒
業
一

。

と
あ
っ
て
、
僧
顕
と
い
う
僧
が
、
揚
子
江
下
流
の
南
岸
江
左
の
地
を
逗
（
＝
遊
）

し
名
山
を
歷
て
、
独
り
山
林
に
お
い
て
、
戒
律
を
尊
重
し
、
誦
経
や
禅
業
（
瞑
想

し
て
心
身
を
統
一
す
る
禅
定
・
禅
観
）
に
勤
し
ん
だ
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
僧
顕
は
そ
の
業
を
常
時
修
し
、
そ
れ
が
時
と
し
て
数
日
に
わ
た
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
あ
り
、
山
林
に
お
け
る
禅
定
・
禅
観
を
重
要
視
し
た
と
み
ら
れ
る
。

　
『
続
高
僧
伝
』
に
は
巻
十
六
か
ら
巻
二
十
に
わ
た
る
「
習
禅
編
」
が
あ
る
。
そ

の
う
ち
の
巻
十
七
「
慧
思
伝
」
に
は
、
そ
の
臨
終
の
際
に
お
け
る
、
次
の
よ
う
な

記
述
が
見
ら
れ
る）

（1
（

。

臨
二

将
レ

終
時
一

。
従
二

山
頂
一

下
二

半
山
道
場
一

。
大
集
二

門
学
一

連
日
説
法
。
苦

切
呵
責
聞
者
寒
レ

心
。
告
二

衆
人
一

曰
。
若
有
下

十
人
不
レ

惜
二

身
命
一

常
修
二

法
華

般
舟
念
仏
三
昧
方
等
懺
悔
一

常
坐
苦
行
者
上

。
随
レ

有
レ

所
レ

須
吾
自
供
給
必
相

利
益
。

　

慧
思
は
説
法
の
際
、
も
し
身
命
を
惜
し
ま
ず
に
、
常
に
「
法
華
般
舟
念
仏
三
昧

方
等
懺
悔
」
を
修
し
、
坐
し
て
苦
行
す
る
者
が
十
人
有
れ
ば
、
求
め
る
と
こ
ろ
に

従
い
必
ず
利
益
を
自
ら
見
せ
よ
う
、
と
告
げ
て
い
る
。
聖
山
に
お
け
る
慧
思
の
修

行
は
、
禅
の
修
習
が
中
心
を
な
し
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
実
践
方
法
と
し
て
法

華
般
舟
念
仏
三
昧
方
等
懺
悔
を
常
時
修
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
前

半
部
分
に
は
、
慧
思
が
山
頂
よ
り
半
山
（
中
腹
）
の
道
場
に
下
り
、
門
学
を
沢
山

集
め
「
連
日
説
法
」
し
た
と
あ
り
、
大
松
久
規
氏
は
、「
禅
観
を
実
践
す
る
場
を

定
め
て
、
集
中
的
に
修
習
し
て
い
た
」
と
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。

　

ま
た
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
十
七
「
智
顗
伝
」
に
「
法
華
三
昧
」、「
方
等
懺
法
」

「
躬
自
率
レ

衆
作
二

観
音
懺
法
一

。）
（1
（

」、
智
顗
門
下
の
同
巻
第
十
九
「
智
璪
伝
」
に
「
遣

レ

行
二

法
華
懺
悔
一

。」「
往
二

寶
林
山
寺
一

行
二

法
華
三
昧
一

。）
（1
（

」、同
巻
第
十
九「
普
明
伝
」

に
「
専
求
二

禅
法
一

兼
行
二

方
等
般
舟
観
音
懺
悔
一

。
誦
二

法
華
経
一
部
一

。」
と
あ
る）
（1
（

。

　

こ
れ
ら
の
記
述
を
勘
案
す
る
と
、
少
な
く
と
も
聖
山
に
お
け
る
修
行
に
は
、「
禅

観
」、「
懺
悔
」、「
三
昧
」
等
の
実
践
が
重
要
な
意
味
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

２　

中
国
に
お
け
る
「
聖
山
信
仰
」
の
室
生
山
寺
へ
の
伝
播

　

飛
鳥
時
代
に
禅
定
の
思
想
が
我
が
国
に
伝
来
し
た
こ
と
は
、
道
昭
卒
伝
の
記
述

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が）

（1
（

、
そ
の
具
体
的
内
容
は
詳
ら
か
で
な
い
。
簔
輪
顕
量
氏
は
、

そ
の
中
の「
和
尚
周
遊
凡
十
有
余
載
。有
二　

勅
請
一

還
止　
―二

住
禅
院
一

。
坐
禅
如
レ

故
。

或
三
日
一
起
。
或
七
日
一
起
。」
と
い
う
記
載
に
注
目
さ
れ
、
三
日
或
い
は
七
日

継
続
し
て
坐
り
続
け
る
こ
と
に
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
瞑
想
の
実
践

が
垣
間
見
ら
れ
る
と
い
う）
（1
（

。

　

一
方
、『
続
紀
』
養
老
二
年
（
七
一
八
）
十
月
十
日
条
「
太
政
官
告
」
は
、
次



－－ 163 －－

奈良大学大学院研究年報　第25号（2020年） 6

の
よ
う
に
い
う）

（1
（

。

凡
諸
僧
徒
。
勿
レ

使
二

浮
遊
一

。
或
講　
―二

論
衆
理
一

。
学　
―二

習
諸
義
一

。
或
唱　
―二

誦
経

文
一

。
修　
―二

道
禅
行
一

。

　

僧
侶
た
ち
を
「
浮
遊
」
さ
せ
な
い
こ
と
（
遊
行
の
禁
制
）
を
僧
綱
に
求
め
て
お

り
、『
高
僧
伝
』
巻
第
十
一
「
僧
顕
伝
」
に
あ
る
よ
う
な
遊
行
の
僧
が
当
時
多
く

実
在
し
て
い
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
修
道
禅
行
」
が
、「
唱
誦
経
文
」

さ
ら
に
は
「
講
論
衆
理
」「
学
習
諸
義
」
と
並
ん
で
僧
侶
に
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

簔
輪
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
瞑
想
な
ど
の
実
践
行
を
伴
う
禅
行
修
道
が
、
他

と
遜
色
な
く
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る）
（1
（

。

　

さ
ら
に
、『
続
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
十
月
二
十
八
日
条
は
、
次
の
よ
う

に
記
す）

（1
（

。
僧
綱
言
。
奉
二

去
天
平
宝
字
八
年　

勅
一

。
逆
党
之
徒
。
於
二

山
林
寺
院
一

。
私

聚
二

一
僧
已
上
一

。
読
経
悔
過
者
。
僧
綱
固
加
二

禁
制
一

。
由
レ

是
。
山
林
樹
下
。

長
絶
二

禅
迹
一

。
伽
藍
院
中
。
永
息
二

梵
響
一

。
俗
士
巣
許
。
猶
尚
二

嘉
遁
一

。
況

復
出
家
釈
衆
。
寧
无
二

閑
居
者
一

乎
。
伏
乞
。
長
往
之
徒
。
聴
二

其
修
行
一

。　

詔
許
レ

之
。

　

山
林
寺
院
で
の
読
経
悔
過
を
禁
じ
た
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
五
）
の
勅
を
改
め
、

長
往
（
住
）
の
徒
の
修
行
を
許
す
こ
と
を
請
う
僧
綱
の
上
言
と
、
そ
れ
を
許
し
た

天
皇
の
詔
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
天
宝
宝
字
の
禁
制
は
、
恵
美
押
勝
の
与
党
が
山

林
に
逃
れ
寺
院
で
読
経
悔
過
す
る
人
々
に
ま
ぎ
れ
込
む
こ
と
を
恐
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
そ
の
布
告
が
行
き
過
ぎ
、
読
経
悔
過
と
い
う
仏
事
、
禅
に

よ
っ
て
精
神
統
一
を
は
か
り
、
悟
道
に
近
づ
こ
う
と
す
る
、
正
常
な
仏
教
活
動
ま

で
停
滞
さ
せ
た
の
で
あ
る）
11
（

。
こ
の
記
載
に
よ
っ
て
、
天
平
宝
字
八
年
以
前
に
は
、

山
林
寺
院
に
長
住
・
隠
遁
し
、
読
経
・
悔
過
行
や
禅
行
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
に
も
、『
法
華
経
』
の
書
写
、
講
経
、
読
誦
の
他
、「
上
巻
第

十
一
縁
」
と
「
中
巻
第
六
縁
」
に
は
悔
過
に
関
す
る
記
事
、
そ
し
て
、
観
音
の
造

像
、
応
化
、
誦
な
ど
の
他
、「
上
巻
第
十
八
縁
」
と
「
中
巻
第
十
一
縁
」
に
観
音

悔
過
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る）
1（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
読
経
悔
過
や
観
音
悔
過
、
さ
ら
に
長
住
・
隠
遁
型
の
山
林
修
行

な
ど
の
動
き
は
、『
続
高
僧
伝
』「
慧
思
伝
」「
智
顗
伝
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
事
柄

と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
奈
良
時
代
の
半
ば
頃
に
は
す

で
に
、
中
国
の
「
聖
山
信
仰
」
が
わ
が
国
へ
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

　

吉
田
氏
は
、
八
世
紀
前
半
の
「
再
開
さ
れ
た
遣
唐
使
」
に
よ
っ
て
、『
高
僧
伝
』

や
『
続
高
僧
伝
』
が
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
両
者
の
普
及
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
の
は
道
慈
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
道
慈
は
帰
朝
後
（
養
老
四
年
・

七
二
〇
）、『
日
本
書
紀
』
奏
上
ま
で
の
間
の
編
纂
作
業
の
過
程
で
、
欽
明
天
皇

十
三
年
紀
仏
教
公
伝
記
事）

11
（

に
『
高
僧
伝
』
を
材
料
と
し
た
潤
色
を
加
え
る
な
ど
、

仏
教
関
係
記
事
の
叙
述
に
関
与
し
た
と
い
う
、
氏
の
指
摘
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
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ろ
う）
11
（

。

　

し
か
も
、
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
道
慈
が
学
ん
だ
唐
・
西
明
寺
は
『
続
高

僧
伝
』
の
編
者
で
あ
る
道
宣
が
活
躍
し
た
寺
で
あ
る
が
、『
宋
高
僧
伝
』
巻
第

十
四
巻
唐
京
兆
西
明
寺
道
宣
伝）
11
（

」
に
は
、

隋
大
業
年
中
従
二

智
首
律
師
一

受
具
。
武
徳
中
依
レ

首
習
レ

律
。
纔
聴
二

一
遍
一

方

義
二

修
禅
一

。
頵
師
訶
曰
。
夫
適
レ

遐
自
レ

邇
因
レ

微
知
レ

章
。
修
捨
有
レ

時
功
願

須
レ

満
。
未
レ

宣
二

即
去
一レ

律
也
。
抑
令
レ

聴
二

二
十
遍
一

。
已
乃
坐
二

山
林
一

行
二

定
慧
一

。

と
あ
っ
て
、
道
宣
が
律
と
禅
に
通
じ
、
山
林
に
お
い
て
坐
し
、「
定
慧
」
の
行
を

し
た
こ
と
（「
坐
二

山
林
一

行
二

定
慧
一

」）
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
定
慧
」
は
「
定
」

（
禅
定
）
と
「
慧
」（
智
慧
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
両
者
は
相
即
不
離
の
関
係
に
あ

り
、
お
互
い
に
関
わ
り
合
っ
て
初
め
て
仏
道
で
き
る
と
さ
れ
る
（
定
慧
一
体
・
定

慧
不
二）
11
（

）。
道
宣
が
そ
れ
を
山
林
に
お
い
て
実
践
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

以
上
か
ら
、
道
宣
の
「
聖
山
信
仰
」
が
道
慈
に
よ
り
わ
が
国
に
受
容
さ
れ
た
こ
と

は
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
こ
の
「
聖
山
信
仰
」
の
理
念
が
室
生
の
地
に
継
承
さ
れ
た
可
能
性
を
考

察
し
よ
う
。
ま
ず
『
東
大
寺
要
録
』
に
お
け
る
次
の
記
述
に
注
目
す
る）
11
（

。

請
二

道
融
禅
師
一

令
レ

読
二

六
巻
抄
一

。賢
璟
僧
都
。永
教
大
徳
。為
二

複
師
一

読
了
。

故
声
聞
律
儀
亦
始
二

此
寺
一

。
普
令
二

受
学
一

。
云
云

　

賢
璟
や
永
教
が
道
融
禅
師
の
下
で
複
師
を
つ
と
め
、「
六
巻
抄
」
を
読
了
し
た

と
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る
道
融
に
つ
い
て
、『
懐
風
藻
』
は
次
の
よ
う
に
記
す）
11
（

。

少
遊
二

槐
市
一

。
博
学
多
才
。
特
善
二

属
文
一

。
性
殊
端
直
。
昔
丁
二

母
憂
一

。

寄
二

住
山
寺
一

。
偶
見
二

法
華
経
一

。
慨
然
歎
曰
。（
中
略
）。
遂
脱
二

俗
累
一

。
落

飾
出
家
。
精
進
苦
行
。
留
二

心
戒
律
一

。
時
有
二

宣
律
師
六
帖
鈔
一

。

　

こ
の
記
事
中
に
あ
る
「
六
帖
鈔
」
は
『
六
巻
抄
』（『
四
分
律
刪
繁
補
闕
行
事
鈔
』）

の
こ
と
で
あ
り
、「
宣
律
師
」
は
道
宣
を
指
し
、
賢
璟
は
道
融
の
複
師
を
担
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
道
融
か
ら
賢
璟
に
至
る
法
脈
的
な
流
れ
を
認
め
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
『
懐
風
藻
』
は
、
道
融
が
山
寺
で
接
し
得
た
『
法
華
経
』

の
強
い
影
響
を
受
け
て
出
家
し
、
世
俗
の
煩
わ
し
さ
を
離
れ
、
ひ
た
す
ら
仏
道
を

修
め
難
行
し
た
と
述
べ
る
。
そ
こ
に
基
本
的
に
は
、『
法
華
経
』
の
影
響
の
下
で
「
山

寺
」
に
お
い
て
修
行
に
努
め
る
、
中
国
に
お
け
る
「
聖
山
信
仰
」
の
継
承
を
認
め

る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
『
東
大
寺
要
録
』
と
『
懐
風
藻
』
に
は
、
賢
璟
が
「
禅
」
や
「
精
進
苦
行
」
し

た
こ
と
の
明
徴
と
な
る
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
多
度
神
宮
寺
資

財
帳
』
と
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
の
最
澄
の
受
修
行
入
位
の
際
に
お
け
る
近
江
国

分
寺
「
僧
綱
牒
」
に
、
賢
璟
は
「
修
行
伝
燈
大
禅
師
位
」
と
し
て
自
署
し
て
お

り）
11
（

、「
修
行
」、「
大
禅
師
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
道
融
と
同
じ
「
聖
山
信
仰
」
を

奉
じ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
賢
璟
は
『
六
巻
抄
』
を
読
了
し
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て
い
る
が
、『
六
巻
抄
』
の
著
者
は
紛
れ
も
な
い
道
宣
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
『
続

高
僧
伝
』
の
編
者
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
熟
知
し
て
い
た
賢
璟
が
「
聖
山
信

仰
」
を
室
生
の
地
に
も
た
ら
し
た
と
見
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う）

11
（

。

　
『
奏
状
』
に
は
、「
為
其
山
躰
。
四
方
〔
山
〕
峯
斜
空
高
聳
。
竜
池
穿
地
深
通
。」

か
ら
始
ま
り
、「
久
住
僧
侶
□
□
□
厳
」「
修
行
諸
□
」「
神
山
遊
処
」
な
ど
の
記

述
が
見
え
る
。
室
生
山
は
人
里
離
れ
た
静
処
に
立
地
し
、
そ
こ
に
賢
璟
ら
の
浄
行

僧
が
久
し
く
住
み
、
修
行
に
励
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

「
衆
聖
遺
跡
」
こ
そ
が
前
身
寺
院
の
存
在
を
暗
示
す
る
文
言
と
捉
え
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。

　

３　

前
身
寺
院
が
創
建
さ
れ
た
時
期

　

先
述
の
『
続
紀
』
宝
亀
元
年
（
七
七
〇
）
十
月
二
十
八
日
条
で
見
た
と
お
り
、

し
ば
ら
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
俗
世
間
を
離
れ
た
出
家
者
の
修
行
が
、
そ
の
と
き
に

許
さ
れ
た
と
す
る
と）

11
（

、
賢
璟
の
山
林
修
行
の
「
場
」
と
し
て
の
前
身
寺
院
の
創
建

は
、
宝
亀
元
年
が
ほ
ぼ
上
限
と
な
る
。

　

一
方
下
限
に
関
し
て
は
、
ま
ず
『
続
紀
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
二
月
二
十
四

日
条
に
よ
り
、
賢
璟
が
律
師
と
し
て
僧
綱
の
一
員
と
な
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た

い）
1（
（

。
岩
城
隆
利
氏
に
よ
る
と
、
宝
亀
元
年
に
即
位
し
た
光
仁
天
皇
は
、
山
林
修
行

緩
和
の
政
策
と
と
も
に
、
称
徳
天
皇
・
道
鏡
に
よ
る
「
前
代
の
幣
風
を
改
め
て
綱

紀
の
粛
正
を
は
か
る
諸
政
策
」
を
と
っ
た
と
さ
れ
る）
11
（

。
ま
た
本
郷
真
紹
氏
に
よ
る

と
、
こ
の
政
策
転
換
に
よ
り
、
僧
綱
に
対
し
て
は
国
家
の
仏
教
行
政
に
携
わ
る
官

吏
と
し
て
の
行
政
能
力
が
要
求
さ
れ
、
僧
綱
全
員
が
直
接
仏
教
行
政
に
携
わ
る
と

い
う
原
則
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う）
11
（

。
賢
璟
は
、
宝
亀
五
年
に
律
師
に

な
り
、
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
に
大
僧
都
に
昇
っ
て
い
る）
11
（

が
、
こ
う
し
た
厳
格
な

仏
教
政
策
を
考
慮
す
る
と
、
宝
亀
五
年
以
降
の
山
寺
開
創
は
、
官
の
特
別
な
政
策

か
許
可
が
な
い
限
り
、
困
難
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
賢
璟
に
よ
る
前
身
寺
院
の
創
建
は
、
宝
亀

元
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
頃
と
考
え
て
お
く
。

　
　
　

三　
『
奏
状
』
か
ら
見
る
室
生
龍
穴
神

　

１　

室
生
龍
穴
神
の
性
格

　

龍
穴
神
と
い
う
文
言
は
、『
奏
状
』
の
「
請
被
殊
裁
下
施
給
興
福
寺
別
院
室
生

山
寺
龍
穴
神
年
分
度
者
壱
人
状
」
と
い
う
記
述
中
に
一
箇
所
見
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
が
、「
龍
神
」
は
三
箇
所
、「
龍
王
」
が
十
箇
所
認
め
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
同
一

の
対
象
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
（
以
下
、
煩
瑣
を
避
け
る
た
め
、

と
く
に
注
記
し
な
い
限
り
「
龍
穴
神
」
と
し
て
記
述
す
る
）。

　

ま
ず
、
室
生
山
寺
あ
る
い
は
そ
の
前
身
寺
院
に
お
い
て
、
龍
穴
神
が
ど
の
よ
う

な
役
割
を
担
い
、
ま
た
本
尊
を
は
じ
め
と
す
る
尊
格
と
の
関
係
を
築
い
て
い
た
の

か
。

　

吉
田
氏
は
、
八
世
紀
前
半
頃
か
ら
わ
が
国
に
お
い
て
語
り
始
め
ら
れ
る
、
神
身

離
脱
や
護
法
神
、
神
宮
寺
建
立
・
神
前
読
経
の
思
想
が
再
開
さ
れ
た
遣
唐
使
を
通

じ
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
を
検
討
さ
れ
る）

11
（

。
ま
ず
、『
高
僧
伝
』、『
続

高
僧
伝
』
に
お
け
る
記
事
に
着
目
し
、
そ
こ
に
は
神
像）
11
（

と
神
に
対
す
る
読
経）
11
（

の
ほ
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か
、
護
法
善
神
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
事
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。

　

・
汝
宿
縁
在
レ

此
我
今
起
レ

寺
。
行
道
礼
懺
常
為
二

汝
等
一

。
若
住
者
為
二

護
寺
善

神
一

。
若
不
レ

能
レ

住
各
随
レ

所
レ

安）
11
（

。

　

・
於
二

定
中
一

見
二

一
女
神
一

。
自
称
二

呂
姥
一

。
云
常
加
二

護
衛
）
11
（

一

。

　

・
静
二

坐
房
中
一

感
二

見
一
神
一

。（
中
略
）。
願
法
師
常
在
レ

此
弘
レ

法
。
当
二

相
擁

衛
）
11
（

一

。

　

・
斯
固
善
神
之
所
レ

送
也）
1（
（

。

　

・
感
二

一
善
神
常
随
影
護
一

。
亦
令
三

設
レ

食
而
祠
二

響
之
）
11
（

一

。

　

そ
の
中
で
護
法
神
の
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、『
高
僧
伝
』
と
『
続
高

僧
伝
』
の
比
較
に
お
い
て
、
後
者
の
方
に
内
容
の
充
実
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る）

11
（

。

　

事
実
、『
続
高
僧
伝
』
は
、
そ
の
大
部
分
が
『
高
僧
伝
』
の
踏
襲
で
あ
る
も
の
の
、

留
意
す
べ
き
は
「
護
法
」
の
項
目
の
追
加
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に

そ
の
序
に
は「
護
法
一
科
。網
二

維
於
正
綱
一

。必
附
二

諸
伝
述
一

。知
何
続
而
非
レ

功
。」

と
い
う
記
述
が
あ
っ
て）
11
（

、『
続
高
僧
伝
』
に
至
っ
て
、
僧
侶
や
寺
院
（
伽
藍
）
を

守
る
護
法
神
の
存
在
が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
吉

川
忠
夫
氏
は
、『
続
高
僧
伝
』
の
編
者
で
あ
る
道
宣
の
、
護
法
篇
に
か
け
る
意
気

込
み
の
深
さ
を
指
摘
さ
れ
て
い
る）
11
（

。『
宋
高
僧
伝
』
巻
第
十
四
「
道
宣
伝
」
に
も
「
護

法
神
」
の
記
事
が
見
ら
れ
る）
11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
吉
田
氏
に
よ
る
と
、
日
本
の
神
仏
習
合
思
想
に
現
れ
る
、
神
に

対
す
る
菩
薩
号
の
付
与
、
あ
る
い
は
神
・
神
社
に
対
す
る
度
者
の
付
与
、
神
域
の

中
に
仏
堂
を
設
け
る
神
宮
寺
な
ど
の
思
想
は
、『
続
高
僧
伝
』
等
に
言
及
が
な
く
、

「
中
国
に
見
ら
れ
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
神
仏
の
関
係
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
護
法
神
の
思

想
で
あ
る
と
見
ら
れ
、『
奏
状
』
の
「
衆
聖
遺
跡
」
の
部
分
に
「
伽
藍
護
法
神
也
」

と
あ
る
の
は
そ
の
反
映
で
あ
り
、
前
身
寺
院
に
お
け
る
龍
穴
神
は
ま
さ
し
く
護
法

神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

２　

初
期
室
生
寺
と
龍
穴
神

　

ま
ず
、
前
身
寺
院
の
創
建
に
あ
た
り
、
室
生
の
地
は
護
法
神
と
し
て
の
龍
穴
神

が
宿
る
「
聖
山
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、「
地
相
」

と
い
う
視
点
で
、
そ
の
当
事
者
と
見
ら
れ
る
賢
璟
の
事
績
を
確
認
し
た
い
。

　
『
日
本
紀
略
』、『
濫
觴
抄
』
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
正

月
十
五
条
に
、
大
納
言
藤
原
小
黒
麻
呂
が
左
大
弁
紀
古
佐
美
な
ど
を
派
遣
し
、
遷

都
の
た
め
山
背
国
葛
野
郡
宇
太
村
の
地
を
占
っ
た
旨
を
記
す）

11
（

。『
日
本
逸
史
』
は

そ
の
点
に
加
え
、
頭
注
に
お
い
て
、「
濫
觴
抄
」
及
び
「
拾
芥
抄
」
所
引
の
古
記
「
沙

門
賢
璟
亦
奉
勅
相
之
」
の
九
字
を
補
う
と
記
し
て
お
り）
11
（

、
賢
璟
は
延
暦
十
二
年

（
七
九
三
）
に
平
安
京
の
候
補
地
で
あ
る
葛
野
を
地
相
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、『
日
本
紀
略
』
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
五
月
十
六
日
条
に
お
け
る
長
岡

村
を
地
相
し
た
構
成
員
は
、
賢
璟
が
平
安
京
地
相
の
際
の
随
行
者
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
こ
と
か
ら）
11
（

、
賢
璟
が
長
岡
の
地
を
見
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

延
寿
法
の
修
さ
れ
た
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
は
、
平
安
京
地
相
の
十
五
年
前
、
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長
岡
京
地
相
の
六
年
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
賢
璟
が
延
寿
法
を
修
す
べ
き
適
地

と
し
て
室
生
を
選
ん
だ
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

　

加
え
て
、
延
寿
法
は
宝
亀
年
間
、
光
仁
天
皇
に
よ
る
い
わ
ば
仏
教
改
革
の
最
中

に
修
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
改
革
の
趣
旨
の
一
つ
は
、
朝
廷
や
藤
原
氏
な
ど
の
俗
権

と
僧
侶
の
癒
着
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
俗
権
と
官
僧
の
間
に
一
定
の
距
離
を
お

く
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
趣
旨
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
延
寿

法
の
「
場
」
の
選
定
に
は
、
朝
廷
が
主
導
権
を
握
っ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
朝
廷

が
地
相
を
賢
璟
に
一
任
し
た
と
考
え
る
方
が
穏
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
朝
廷
は
、
修
法
の
「
場
」
の
選
択
を
賢
璟
に
委
ね
、
そ
れ
を
受
け
て
賢

璟
は
、
伽
藍
の
護
法
神
と
し
て
認
識
さ
れ
た
龍
穴
神
が
棲
む
室
生
の
前
身
寺
院
を

最
適
地
と
認
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
奏
状
』
に
よ
る
と
、
延
寿
法
に
よ
る
山
部
親
王
の
病
気
平
癒
を
受
け
て
、
賢

璟
は
国
家
の
た
め
に
室
生
山
寺
創
建
す
る
が
、
龍
穴
神
は
そ
れ
以
降
、
霊
験
を
厳

か
に
顕
し
国
家
を
鎮
護
す
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
龍
穴
神
は
護
法
神
で
あ
り
、

延
寿
法
の
祈
り
の
対
象
で
は
な
い
が
、
そ
の
霊
験
が
延
寿
法
の
成
功
の
一
助
に
な
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

そ
の
後
、
龍
穴
神
の
度
重
な
る
祈
雨
止
雨
の
効
験
と
、
龍
王
に
対
す
る
年
分
度

者
の
付
与
が
あ
り
、
龍
王
の
地
位
も
五
位
、
四
位
と
昇
階
し
た
。
も
と
よ
り
古
代
・

中
世
の
社
会
は
そ
の
経
済
的
基
盤
を
農
業
に
置
く
こ
と
か
ら
、
祈
雨
法
は
国
家
鎮

護
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
八
世
紀
の
吉
野
・
丹
生
川
上
神
社
、
九
世
紀
の
貴

布
祢
神
社
な
ど
で
広
く
修
さ
れ
た
。
室
生
山
に
お
い
て
も
、
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）

に
は
、
修
円
が
祈
雨
法
を
修
し
て
い
る）

11
（

。
奈
良
時
代
に
重
ん
じ
ら
れ
た
『
陀
羅
尼

集
経
』
は
、「
国
中
四
望
勝
地
。
及
好
池
泉
有
龍
之
処
」
を
選
ん
で
「
壇
四
方
」

に
龍
王
を
置
く
と
い
う
詳
細
な
「
祈
雨
法
壇
」
を
規
定
し
て
い
る）
1（
（

。
祈
雨
法
に
龍

神
が
関
わ
る
例
と
し
て
、
他
に
も
、
興
福
寺
猿
沢
池
、
平
安
京
神
泉
苑
の
龍
池
、

そ
し
て
醍
醐
寺
清
滝
明
神
を
確
認
で
き
る
。
室
生
の
龍
穴
神
も
そ
の
霊
験
が
大
い

に
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
『
奏
状
』
に
よ
る
と
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
の
詔
文
に
は
、
室
生
山
寺
は
「
龍

王
寺
」
と
号
し
、
龍
穴
神
は
「
善
如
龍
王）
11
（

」
と
名
づ
く
と
あ
る
。
こ
の
時
点
に
お

い
て
、
室
生
山
寺
は
龍
穴
神
を
祭
神
と
す
る
神
宮
寺
に
な
っ
た
も
の
と
解
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
今
後
の
考
察
に
委
ね
た
い
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
論
で
は
ま
ず
、
従
来
の
『
奏
状
』
の
解
釈
を
念
頭
に
お
い
て
、
前
身
寺
院
の

存
在
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
初
期
室
生
寺
に
つ
い
て
俯
瞰
し
た
。
こ
の
考
察
を

踏
ま
え
、
ま
た
吉
田
一
彦
氏
の
研
究
に
学
び
な
が
ら
、
第
二
章
で
は
主
と
し
て
『
続

高
僧
伝
』
な
ど
を
取
り
あ
げ
、
そ
こ
に
見
え
る
「
聖
山
信
仰
」
や
戒
律
の
遵
守
、

禅
法
な
ど
の
推
奨
が
、
道
慈
を
介
し
て
賢
璟
に
継
承
さ
れ
、
賢
璟
は
こ
れ
を
踏
ま

え
て
修
行
の
場
と
し
て
の
前
身
寺
院
を
創
建
し
た
も
の
と
考
え
た
。
賢
璟
の
「
聖

山
信
仰
」
継
承
に
つ
い
て
は
更
な
る
精
査
が
必
要
と
思
わ
れ
、
い
ず
れ
か
の
機
会

に
考
察
を
加
え
る
予
定
で
あ
る
。

　

ま
た
、
龍
穴
神
の
も
つ
霊
験
性
の
実
態
を
、
室
生
山
寺
と
そ
の
前
身
寺
院
に
分

け
て
考
察
し
た
。
吉
田
氏
の
論
考
に
よ
り
つ
つ
、『
続
高
僧
伝
』
な
ど
の
記
述
に
よ
っ
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て
、
前
身
寺
院
の
龍
穴
神
は
、
護
法
神
と
し
て
の
性
格
を
有
し
た
も
の
と
考
え
た
。

　

そ
の
後
、
延
寿
法
の
成
功
を
受
け
、
国
家
鎮
護
の
寺
院
と
し
て
室
生
山
寺
が
位

置
づ
け
ら
れ
る
と
、
龍
穴
神
は
さ
ら
に
護
国
神
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
に
至
っ

た
。
し
か
し
、
龍
穴
神
は
あ
く
ま
で
も
護
法
神
・
護
国
神
と
位
置
づ
け
る
べ
き
で

あ
り
、
延
寿
法
の
祈
り
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
修
法
の
本
尊
は
当
時

の
実
態
か
ら
み
れ
ば
薬
師
如
来
、
も
し
く
は
十
一
面
観
音
と
い
っ
た
尊
格
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。

　

前
稿
に
お
い
て
、
室
生
寺
所
蔵
で
奈
良
時
代
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
木
造
弥
勒

菩
薩
立
像
が
、
当
初
は
虚
空
蔵
菩
薩
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
、
修
行
僧

の
記
憶
力
増
進
を
進
め
る
求
聞
持
法
の
対
象
仏
と
位
置
づ
け
た）
11
（

。
こ
う
し
た
像
の

安
置
堂
と
も
あ
わ
せ
、
今
後
は
前
身
寺
院
の
本
尊
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

　

ま
た
、
龍
穴
神
の
護
法
神
と
し
て
の
期
待
が
祈
雨
止
雨
に
移
行
し
、
さ
ら
に
室

生
山
寺
が
龍
穴
神
を
祀
る
神
宮
寺
に
な
っ
た
可
能
性
に
触
れ
た
が
、
今
後
は
神
宮

寺
と
し
て
の
機
能
も
考
慮
に
入
れ
、
龍
穴
神
と
諸
像
と
の
習
合
関
係
な
ど
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
も
課
題
と
し
た
い
。

　
注（

１
） 

福
山
敏
男
「
室
生
寺
の
建
立
年
代
」（
同
氏
『
日
本
建
築
史
の
研
究
』
所
収
・

四
四
九
頁
以
下
、
一
九
四
三
年
）。

（
２
）
注
１
に
同
じ
。

（
３
）「
史
料
」（『
大
和
古
寺
大
観
』
第
六
巻
「
室
生
寺
」、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）。

た
だ
、
②
衆
聖
遺
跡
の
部
分
の
三
行
目
前
半
に
「
神
山
」
と
あ
る
が
、
東
寺
観
智

院
旧
蔵
本
に
は
「
神
仙
」
と
あ
る
。

（
４
） 

西
田
長
男
「
室
生
龍
穴
神
社
お
よ
び
室
生
寺
の
草
創
―
東
寺
観
智
院
本
『
宀
一
山

年
分
度
者
奏
状
』
の
紹
介
に
よ
せ
て
―
」（『
日
本
神
道
史
研
究
』
第
四
巻
所
収
・

二
一
二
頁
以
下
、
一
九
七
八
年
）。

（
５
） 

西
田
氏
に
よ
る
と
、
他
に
金
沢
文
庫
所
蔵
本
の
写
本
で
あ
る
「
金
沢
文
庫
所
蔵
一
本
」

と
、
徳
川
光
圀
編
『
金
沢
蠧
余
残
扁
』
に
収
め
ら
れ
る
江
戸
時
代
の
写
本
で
あ
る
「
彰

考
館
本
」
が
存
在
す
る
。

（
６
） 

福
山
氏
は
、
延
寿
法
が
修
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
か
ら
、

賢
璟
が
入
滅
し
た
延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）
ま
で
の
一
六
カ
年
の
う
ち
で
あ
る
と

い
う
。
そ
の
後
、
猪
熊
兼
繁
氏
（「
室
生
の
龍
穴
」『
室
生
山
寺
』、
近
畿
日
本
叢
書

第
十
冊
所
収
・
一
八
―
二
〇
頁
、
一
九
六
三
年
）、
堀
池
春
峰
氏
（「
室
生
寺
の
歴
史
」

同
氏
『
南
都
仏
教
史
の
研
究
下 

諸
寺
篇
』
法
藏
館
・
一
五
頁
、
二
〇
〇
三
年
）
ら

の
研
究
の
中
で
室
生
山
寺
の
創
建
時
期
に
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
福
山
氏
の

一
六
カ
年
と
い
う
期
間
を
縮
め
る
な
ど
す
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
室
生
山
寺
の
創

建
が
延
寿
法
の
後
で
あ
る
点
で
は
福
山
氏
の
見
解
を
継
承
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
） 

吉
田
一
彦
「
多
度
神
宮
寺
と
神
仏
習
合
―
中
国
の
神
仏
習
合
思
想
の
受
容
を
め
ぐ
っ

て
―
」（
梅
村
喬
編
『
伊
勢
湾
と
古
代
の
東
海
』
古
代
王
権
と
交
流
４
・
二
三
九
頁
、

名
著
出
版
、
一
九
九
六
年
）。
氏
は
、
道
教
の
世
界
で
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
と
い

う
面
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
８
） 『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
四
七
〇
頁
ａ
ｂ
。

（
９
） 『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
三
九
五
頁
ｂ
。

（
10
）『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
五
六
三
頁
ｃ
。

（
11
） 

大
松
久
規
「『
続
高
僧
伝
』
習
禅
篇
に
見
ら
れ
る
禅
観
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』

第
六
十
五
巻
第
一
号
・
二
〇
二
頁
、
二
〇
一
六
年
）。
武
藤
明
範
氏
は
智
顗
に
つ
き

同
様
の
指
摘
を
さ
れ
る
（『
唐
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
南
岳
慧
思
門
下
の
禅
観
実
修

の
動
向
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
五
十
四
巻
一
号
・
一
五
一
頁
、
二
〇
〇
五
年
）。

な
お
、『
続
高
僧
伝
』
に
お
け
る
禅
観
一
般
に
つ
き
に
、
武
藤
氏
の
他
の
論
考
も
参
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考
に
し
た
（
同
氏
「『
梁
高
僧
伝
』
に
み
ら
れ
る
禅
観
実
修
の
動
向
」
並
び
に
「『
唐

高
僧
伝
』
に
見
ら
れ
る
禅
観
実
修
の
動
向
（
二
）
～
（
三
）」、『
曹
洞
宗
研
究
員
研

究
紀
要
』
第
三
十
四
～
六
号
、
二
〇
〇
四
～
六
年
）。

（
12
） 『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
五
六
四
頁
ｂ
、
五
六
五
頁
ｂ
。

（
13
） 『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
五
八
五
頁
ｂ
ｃ
。

（
14
） 『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
五
八
六
頁
ａ
。

（
15
） 『
続
紀
』
文
武
天
皇
四
年
三
月
十
日
条
（『
国
史
大
系
』
第
二
巻
・
五
―
六
頁
）。
そ

こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

孝
徳
天
皇
白
雉
四
年
。
随
レ

使
入
唐
。
適
遇
二

玄
奘
三
蔵
一

。
師
受
レ

業
焉
。
三
蔵
特
愛
。

令
レ

住
二

同
房
一

。（
中
略
）。
又
謂
曰
。
経
論
深
妙
不
レ

能
二

究
竟
一

。
不
レ

如
学
レ

禅
流　
―二

伝
東
土
一

。
和
尚
奉
レ

教
。
始
習
二

禅
定
一

。
所
レ

悟
稍
多
。
於
レ

後
随
レ

使
帰
朝
。（
中
略
）。

於
二

元
興
寺
東
南
隅
一

。
別
建
二

禅
院
一

而
住
焉
。
于
レ

時
天
下
行
業
之
徒
。
従
二

和
尚
一

学
レ

禅
焉
。（
中
略
）。
和
尚
周
遊
凡
十
有
余
載
。
有
二　

勅
請
一

還
止　
―二
住
禅
院
一

。
坐

禅
如
レ

故
。
或
三
日
一
起
。
或
七
日
一
起
。

（
16
） 

簔
輪
顕
量
「
道
昭
」（『
歴
史
読
本
』、
二
〇
一
〇
年
二
月
号
・
五
三
―
五
四
頁
）。

さ
ら
に
氏
に
よ
る
と
、「
儵
忽
香
気
従
レ

房
出
。
諸
弟
子
驚
怪
就
而
謁
二

和
尚
一

。
端　
―二

坐
縄
床
一

。
无
レ

有
二

気
息
一

。」
と
い
う
道
昭
が
亡
く
な
る
直
前
の
様
子
は
、「
釈
尊

の
伝
記
に
、
涅
槃
に
入
る
と
き
に
禅
定
の
中
で
も
深
い
境
地
で
あ
る
四
無
色
禅
を

経
過
し
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
」
と

い
う
。

（
17
） 『
国
史
大
系
』
第
二
巻
・
七
四
頁
。

（
18
） 

注
16
・
五
四
―
五
五
頁
。

（
19
） 『
国
史
大
系
』
第
二
巻
・
三
八
六
頁
。

（
20
） 

こ
の
箇
所
は
、『
続
紀
』
四
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
十
五
巻
・
三
二
一
頁
）

を
参
照
し
た
。

（
21
）『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
三
十
巻
。
川
口
恵
隆
「『
霊
異
記
』
の
法
華
経
」『
印

度
學
仏
教
學
研
究
』
第
二
十
巻
第
二
号
・
六
四
三
頁
）。
他
に
、
中
村
史
「『
日
本

霊
異
記
』
法
華
経
説
話
の
懺
悔
滅
罪
性
」（『
説
話
文
学
研
究
』
第
二
十
八
号
、

一
九
九
三
年
）、
同
「『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
三
十
八
縁
に
於
け
る
景
戒
の
観
音

悔
過
体
験
」（『
論
究
日
本
文
学
』
第
五
十
八
号
、
一
九
九
三
年
）。

（
22
） 『
日
本
書
紀
』
欽
明
天
皇
十
三
年
十
月
条
（『
国
史
大
系
』
第
一
巻
下
・
七
六
―

七
八
頁
）。

（
23
） 

注
７
・
二
四
三
―
二
四
五
頁
。

（
24
） 『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
七
九
〇
頁
ｂ
。

（
25
） 『
岩
波
仏
教
辞
典
』〔
第
二
版
〕・
五
一
五
頁
。

（
26
） 

筒
井
寛
秀
（
筒
井
英
俊
校
訂
）『
東
大
寺
要
録
』
巻
第
五
（
諸
宗
章
第
六　

華
厳
宗
「
東

大
寺
華
厳
別
供
縁
起
」・
一
五
七
頁
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
）。

（
27
） 『
懐
風
藻
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
第
六
十
九
巻
・
一
七
三
―
一
七
六
頁
、
岩
波

書
店
、
一
九
六
四
年
）。

（
28
） 『
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
并
資
財
帳
』（『
続
群
書
類
従
』
第
二
七
輯
下
・
三
五
〇
―

三
五
五
頁
、
底
本
＝
多
度
神
社
蔵
本
）。
最
澄
・
受
修
行
入
位
の
際
に
お
け
る
近
江

国
分
寺
「
僧
綱
牒
」（
京
都
・
来
迎
院
蔵
。『
平
安
遺
文
』
古
文
書
編
第
八
巻 

四
二
八
四
「
僧
綱
牒
」・
三
一
八
九
頁
）。

（
29
） 

さ
ら
に
、
道
慈
、
道
融
、
賢
璟
の
求
法
（
宗
教
的
態
度
）
の
姿
勢
の
類
似
性
を
そ

の
根
拠
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
の
点
は
、
後
の
論
考
に
お

い
て
言
及
す
る
予
定
で
あ
り
、
今
回
は
そ
の
示
唆
に
と
ど
め
る
。

（
30
） 

注
19
。

（
31
） 

そ
こ
に
は
、「
以
二

大
法
師
鏡
忍
。
法
師
賢
璟
一

。
並
為
二

律
師
一

。」
と
あ
る
（『
国
史

大
系
』
第
二
巻
・
四
一
三
頁
）。

（
32
） 
岩
城
隆
利
『
元
興
寺
の
歴
史
』
六
九
頁
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）。
こ
の
政

策
は
桓
武
天
皇
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
氏
に
よ
る
と
、
桓
武
天
皇
の
仏
教
規
制
は
「
特

に
平
城
の
寺
に
対
し
て
厳
し
か
っ
た
」
と
い
う
。
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（
33
） 

本
郷
真
紹
「
宝
亀
年
間
に
於
け
る
僧
綱
の
変
容
」（『
律
令
国
家
仏
教
の
研
究
』
所
収
・

一
八
九
頁
以
下
、
法
藏
館
、
二
〇
〇
五
年
）。
氏
に
よ
る
と
、
官
吏
と
し
て
の
性
格

の
強
い
内
供
奉
十
禅
師
を
設
置
・
制
度
化
し
、
僧
の
有
す
る
治
病
能
力
を
僧
綱
の

補
任
の
条
件
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

（
34
） 『
続
紀
』
延
暦
三
年
六
月
九
日
条
（『
国
史
大
系
』
第
二
巻
・
五
〇
〇
頁
）。

（
35
） 

注
７
・
二
二
三
―
二
五
七
頁
。
他
に
、
同
氏
『
古
代
仏
教
を
よ
み
な
お
す
』（「
Ⅰ　

古
代
仏
教
史
を
ど
う
と
ら
え
る
か
」・
三
九
―
四
〇
頁
、吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
六
年
）。

ま
た
、
黒
田
日
出
男
氏
は
、
龍
穴
信
仰
・
龍
穴
神
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
も
の
と

さ
れ
る
（『
龍
の
棲
む
日
本
』、「
岩
波
新
書
」
新
赤
版
八
三
一
・
一
三
九
頁
以
下
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
36
） 『
続
高
僧
伝
』「
天
竺
僧
仏
陀
伝
」（『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
五
五
一
頁
ｂ
）。

（
37
） 『
続
高
僧
伝
』「
僧
達
伝
」（『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
五
五
三
頁
ｂ
）。

（
38
） 『
高
僧
伝
』「
求
那
跋
陀
羅
伝
」（『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
三
四
四
頁
ｃ
）。
こ
こ
に

は
「
護
寺
善
神
」（
伽
藍
の
護
法
神
）
と
あ
る
。

（
39
） 『
高
僧
伝
』「
彗
明
伝
」（『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
四
〇
〇
頁
ｂ
）。「
一
女
神
」
が

現
わ
れ
、「
常
に
護
衛
を
加
へ
ん
」
と
し
て
彗
明
を
守
護
し
た
と
い
う
。

（
40
） 『
続
高
僧
伝
』「
慧
韶
伝
」（『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
四
七
一
頁
ａ
）。「
願
は
く
は

法
師
常
に
此
に
在
り
て
法
を
広
め
よ
。
当
に
相
擁
衛
す
べ
し
」
と
述
べ
て
法
師
を

守
護
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

（
41
） 『
続
高
僧
伝
』「
智
徽
伝
」（『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
五
四
一
頁
ｃ
）。「
ま
こ
と
に

善
神
の
送
る
所
な
り
」
と
あ
っ
て
、
善
神
が
僧
を
守
護
し
て
い
る
。

（
42
） 『
続
高
僧
伝
』「
天
竺
僧
仏
陀
伝
」（『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
五
五
一
頁
ｂ
）。

（
43
） 

吉
田
氏
の
考
察
を
契
機
と
し
て
、『
高
僧
伝
』・『
続
高
僧
伝
』
を
踏
ま
え
た
議
論
が

活
発
に
な
る
。
例
え
ば
、
長
坂
一
郎
氏
は
、『
高
僧
伝
』
と
『
続
高
僧
伝
』
の
違
い

を
指
摘
さ
れ
る
。『
続
高
僧
伝
』
で
は
『
高
僧
伝
』
と
は
異
な
り
、
受
戒
す
る
神
の

数
が
増
え
、
さ
ら
に
受
戒
し
た
神
が
、
僧
の
守
護
や
そ
の
病
気
を
治
す
な
ど
、
護

法
善
神
と
し
て
の
行
動
を
具
体
的
に
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
（「
神
仏

習
合
の
成
立
と
神
像
の
意
味
」、（『
風
土
と
文
化
』
第
五
号
・
二
一
―
二
四
頁
、

二
〇
〇
四
年
）。
清
水
真
澄
氏
は
、
人
々
が
神
に
対
し
て
一
番
に
求
め
て
い
た
の
は
、

『
高
僧
伝
』
で
は
神
が
仏
教
の
教
化
対
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
続
高
僧
伝
』
で

は
護
法
善
神
と
し
て
の
神
で
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
（「『
高
僧
伝
』・『
続
高
僧
伝
』

よ
り
見
る
神
仏
習
合
の
一
側
面
」、『
文
化
史
学
』
第
六
十
七
号
・
一
―
二
七
頁
、

二
〇
一
一
年
）。

（
44
） 『
大
正
蔵
』
第
五
十
巻
・
四
二
五
頁
ｃ
。

（
45
） 

吉
川
忠
夫
「『
高
僧
伝
』
か
ら
『
続
高
僧
伝
』
へ
」（『
図
書
』
第
七
四
四
号
・
一
一

―
一
五
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）。

（
46
） 

注
24
に
同
じ
。

（
47
） 『
日
本
紀
略
』
前
篇
（『
国
史
大
系
』
第
十
巻
・
二
六
六
頁
）、『
濫
觴
抄
』
下
（『
群

書
類
従
』
第
二
六
輯
・
三
一
五
―
三
一
六
頁
）。

（
48
） 『
国
史
大
系
』
第
八
巻
・
九
―
一
〇
頁
。

（
49
） 

注
47
前
半
・
二
五
九
頁
。

（
50
） 

注
47
前
半
・
三
〇
五
頁
。

（
51
） 『
大
正
蔵
』
第
十
八
巻
・
八
八
〇
頁
ｂ
。

（
52
） 

現
在
の
室
生
龍
穴
神
社
本
殿
の
扁
額
に
、「
善
如
龍
王
」
と
あ
る
。

（
53
） 

拙
稿
「
室
生
寺
弥
勒
堂
弥
勒
菩
薩
立
像
に
つ
い
て
」（『
奈
良
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』

第
二
十
三
号
、
二
〇
一
八
年
）。

 

〔
後
記
〕

　

執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
奈
良
大
学
関
根
俊
一
教
授
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
末
筆

な
が
ら
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
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Summary

A Study on the First Period of Murō-ji Temple 
－Focusing on the “Benitisan Nenbundosya Sōujō”－

Hitoshi OOTA

 Ｉ clarified  the  circumstances  of  the  construction  of Murōsan-ji Temple. Together 
Ｉ recognized the existence of  the  “The Predecessor Temple”, and considered  its religious  
environment.  In  those  task,  based  on  the  conventional  interpretation  in  the  “Benitisan 
Nenbundosya Sōujō”.
 Murōsan-ji Temple was built  after  the  “Enjyuhō-Method” has been  realized,  and  “The 
Predecessor Temple” was presumed to have been established between the first five years of 
“Hōki”.
 “Kenkyō” who was  involved  in the creation of  “The Predecessor Temple”, seems to have 
demonstrated his excellent ability of  the  lucky and unlucky aspect of  land.  In that case, he 
attached great importance to positioning “Ryuketusin” as a Guardian Deity, with Chinese faith 
in Mountains of “Zokukōsōden”. 

Keyword: Murō-ji Temple、Kenkyō、Benitisan Nenbundosya Sōujō、Murō-Ryuketusin、
Guardian Deity


